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屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止に関する指導基準 

 

現 行 改正案 

施行 平成15年４月１日 

最近改正 平成24年９月25日 

（改正施行 平成24年10月１日） 

 

横浜市生活環境の保全等に関する条例（平成1

4 年横浜市条例第58 号。以下「条例」という。

）第109 条の規定により、屋外作業に伴う騒音

及び振動による公害の防止に関する指導基準を

次のとおり定める。 

事業者は、屋外において、資材の積卸し、運

搬用機器の使用、車両の運行等騒音及び振動を

伴う作業を行う場合には、以下の項目について

、可能な限り配慮し、騒音・振動の未然防止に

努めるものとする。 

また、事業者は騒音等の問題が生じ、別表に

規定する公害が生じていると認められる基準に

該当する場合には、速やかに改善措置を講じる

ものとする。 

 

１ 屋外作業を行う場所の構造 

(1) 敷地の周囲に遮音性の高い塀を設置し、

防音対策をする。ただし、周辺住民から風

通し・見晴らし・日当たり等の要望がある

場合は、これを配慮すること。 

(2) 車輌の出入口は、住宅側から離れた位置

にすること。 

 

２ 機器・車両等の騒音・振動対策 

(1) 敷地内で使用する油圧ショベル等の建

設機械は超低騒音型にすること。 

 

（(2)省略） 

(3) 運搬車輌のバックブザーは、危険のない

範囲で切るようにすること。 

(4) 停車中の車輌のアイドリングは停止す

ること。 

施行 平成15年４月１日 

最近改正 平成31年３月29日 

（改正施行 平成31年４月１日） 

 

横浜市生活環境の保全等に関する条例（平成1

4 年横浜市条例第58 号）第109 条の規定により

、屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防

止に関する指導基準を次のとおり定める。 

事業者は、屋外において、資材の積卸し、運

搬用機器の使用、車両の運行等騒音及び振動を

伴う作業を行う場合には、以下の項目について

、可能な限り配慮し、騒音・振動の未然防止に

努めるものとする。 

また、事業者は騒音等の問題が生じ、別表に

規定する公害が生じていると認められる基準を

超過する場合には、速やかに改善措置を講じる

ものとする。 

 

 

１ 屋外作業を行う場所の構造 

(1) 敷地の周囲に遮音性の高い塀を設置し、

防音対策をする。ただし、周辺住民から風

通し・見晴らし・日当たり等の要望がある

場合は、それらに配慮すること。 

(2) 車両の出入口は、住宅から離れた位置に

すること。 

 

２ 機器・車両等の騒音・振動対策 

(1) 敷地内で使用する油圧ショベル等の建

設機械は超低騒音型（国土交通省指定）に

すること。 

（(2)省略） 

(3) 運搬車両のバックブザーは、危険のない

範囲で切るようにすること。 

(4) 停車中の車両のアイドリングは停止す

ること。 
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現 行 改正案 

(5) 資材置場等においては、資材等の落下音

を防止するため、作業場所の床に緩衝機能

を有する素材（ゴムマット等）を敷くこと

。 

(6) 鉄骨加工場でせん断機・走行クレーン等

の機械を使用する場合は、低騒音化に努め

ること。 

 

３ 作業方法等の騒音・振動対策 

(1) 早朝・夜間・日祭日の作業は控えること

   。 

(2) 騒音・振動を発生させない作業方法・使

用方法を作業者・使用者に徹底すること。 

 

(3) 作業者・従業員の大声・話し声に注意す

ること。 

(4) 著しい騒音・振動が発生する作業は、住

宅側から離れた場所で行うこと。 

(5) 資材等の荷物の積卸しは、静かにするこ

と。 

(6) 出入りする車輌の通行時間・速度規制・

搬入ルートを検討すること。 

(7) 建家がある場合は、作業はなるべく建家

内で行うこと。 

(8) 資材置場等においては、作業中の資材・

製品・廃品等のぶつかり合う音に注意する

こと。 

 

 

 

４ その他 

(1) 看板を設置して、作業者に騒音・振動の

防止を啓発すること。 

(2) 粉じんを飛ばさないよう常に水撒きを

怠らないようにすること。 

 

 

  

 

(5) 鉄骨加工場でせん断機・走行クレーン等

の機械を使用する場合は、低騒音化に努め

ること。 

 

３ 作業方法等の騒音・振動対策 

(1) 早朝・夜間・日曜日及び休日の作業は控

えること。 

(2) 騒音・振動を防止する作業方法・使用方

法について、作業員への研修を日常的に実

施すること。 

(3) 掛け声・話し声に注意すること。 

(4) 著しい騒音・振動が発生する作業は、住

宅から離れた場所で行うこと。 

 

(5) 建屋がある場合は、作業はなるべく建屋

内で行うこと。 

(6) 資材等の荷物の積卸しは、静かに行うこ

と。 

(7) 作業中の資材・製品・廃品等のぶつかり

合う音に注意すること。 

(8) 資材等の落下音を防止するため、作業場

所の床に緩衝機能を有する素材（ゴムマッ

ト等）を敷くこと。 

(9) 出入りする車両の通行時間・速度・搬入

ルートを検討すること。 

 

４ その他 

(1) 看板を設置して、作業員に騒音・振動の

防止を啓発すること。 

(2) 水撒きを行い、粉じんの飛散を防止する

こと。 
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別表 公害が生じていると認められる基準 

 

騒音を被る者が居住する側の敷地境界線にお

いて、屋外作業から発生する操業時間のＥＸＰ

Ｌが、その地域の環境基準に定める数値とその

時間帯（昼間 16 時間、夜間８時間）から算出

される基準値を超えている場合に公害が生じて

いると認める判断基準とする。 

 

 

 

 

 

ＥＸＰＬ：騒音暴露量 

 測定時間中に屋外作業に伴って発生する騒音

の全エネルギー（瞬時Ａ特性音圧の２乗積分値）

と等しいエネルギーを持つ継続時間１秒の定常

音の騒音レベル 

 

（参考） 

	ܮܲܺܧ ൌ 		10		logଵ 	
1

ܶ
	න

ሻݐଶሺ
ଶ

௧ଶ

௧ଵ
 ݐ݀

 

 tpA ：対象とする騒音の瞬時Ａ特性音圧（Ｐａ） 

0p ：基準音圧（20μPa） 

ｔ１～ｔ２：対象とする騒音の継続時間を含む時

間（秒） 

Ｔ０：基準時間(１秒) 

 

地  域 
基準値 ＥＸＰＬ（単位：ｄ

昼 間 夜 間 

Ａ・Ｂ地域 103 90 

Ｃ地域 108 95 

備考 １ Ａ・Ｂ地域とは都市計画法第８条

第１項第１号に規定する、第一種低

層住居専用地域、第二種低層住居専

用地域、第一種中高層住居専用地

域、第二種中高層住居専用地域、第

一種住居地域、第二種住居地域、準

別表 公害が生じていると認められる判断基準 

 

騒音を受ける者が居住する住居等の敷地の境

界線において、屋外作業から発生する騒音の音

量が横浜市生活環境の保全等に関する条例施行

規則第 38 条に定める別表第 13 の表の地域及び

時間ごとの欄に掲げる数値を超え、かつ、屋外

作業から発生する操業時間の騒音暴露量（ＥＸ

ＰＬ）が、その地域の環境基準に定める数値と

その時間帯（昼間 16 時間、夜間８時間）から

算出される数値を超えている場合に公害が生じ

ていると認める判断基準とする。 

 

騒音暴露量：ＥＸＰＬ 

 測定時間中に屋外作業に伴って発生する騒音

の全エネルギー（瞬時Ａ特性音圧の２乗積分値）

と等しいエネルギーを持つ継続時間１秒の定常

音の騒音レベル 

 

（算出式） 

	ܮܲܺܧ ൌ 		10		logଵ 	ቈ	
1

ܶ
	න

ሻݐଶሺ
ଶ

௧ଶ

௧ଵ
 ݐ݀

 

 tpA ：対象とする騒音の瞬時Ａ特性音圧（Ｐａ） 

0p ：基準音圧（20μPa） 

ｔ１～ｔ２：対象とする騒音の継続時間を含む時

間（秒） 

Ｔ０：基準時間(１秒) 

 

地  域 
基準値 ＥＸＰＬ（単位：ｄ

昼 間 夜 間 

Ａ・Ｂ地域 103 90 

Ｃ地域 108 95 

備考 １ 「Ａ・Ｂ地域」とは都市計画法第

８条第１項第１号に規定する、第一

種低層住居専用地域、第二種低層住

居専用地域、第一種中高層住居専用

地域、第二種中高層住居専用地域、

第一種住居地域、第二種住居地域、
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住居地域及びその他の地域とする。 

 

２ Ｃ地域とは都市計画法第８条第

１項第１号に規定する、近隣商業地

域、商業地域、準工業地域、工業地

域とする。 

３ 基準値は昼間の環境基準値（Ａ・

Ｂ地域 55ｄＢ、Ｃ地域 60ｄＢ）及

び夜間の環境基準値（Ａ・Ｂ地域 45

ｄＢ、Ｃ地域 50ｄＢ）から算出され

るＥＸＰＬを四捨五入して整数化

した値である。 

４ 昼間は午前６時から午後 10 時ま

での 16 時間とし、夜間は午後 10 時

から翌日の午前６時までの８時間

とする。 

準住居地域及び用途地域以外の地

域とする。 

２ 「Ｃ地域」とは都市計画法第８条

第１項第１号に規定する、近隣商業

地域、商業地域、準工業地域、工業

地域とする。 

３ 基準値は昼間の環境基準値（Ａ・

Ｂ地域 55ｄＢ、Ｃ地域 60ｄＢ）及

び夜間の環境基準値（Ａ・Ｂ地域 45

ｄＢ、Ｃ地域 50ｄＢ）から算出され

るＥＸＰＬを四捨五入して整数化

した値である。 

４ 昼間は午前６時から午後 10 時ま

での 16 時間とし、夜間は午後 10 時

から翌日の午前６時までの８時間

とする。 

 


